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 令和７年７月２９日 

  政策部政策推進課 

 

質問事項に対する回答書 
 

件名：共創による亀山市「交通空白」解消等リ・デザイン事業支援業務委託 

 

№ 質問事項 回答 

１ 

実施要領「6.プロポーザル参加意思表明書等の提出」 
①～⑥はそれぞれ提出する部数が異なります。①～⑥をまとめて綴じ
た一式を 1 部、②～③をまとめて綴じた一式を 8 部提出すればよろし
いでしょうか。 

そのとおりです。 

2 
実施要領「6.プロポーザル参加意思表明書等の提出」 

②業務実績調書(様式 2)には実績を証明する契約書写し・テクリス等を
添付する必要があるのかご教示ください。 

契約書の写し等実績証明できるものを様式２の添付書類として提出し

て下さい。 

3 

実施要領「6.プロポーザル参加意思表明書等の提出」 

⑥納税証明書は国税の【納税証明書その３の３ （「法人税」及び「消
費税及地方消費税」 について未納税額のない証明用）】を提出すれば
よろしいでしょうか。 

そのとおりです。また、写しの提出でも構いませんが、「原本と相違

ありません」と記載し、社印の押印を願います。 

4 

実施要領「10.企画提案書等の作成様式及び記載上の留意事項」 

「業務工程表については、A3 版も可能とする。」と記載があります
が、A3 版は 1 ページと数えるのか、2 ページと数えるのかご教示くだ
さい。 

業務工程表については、Ａ４版に収まらない場合、文字が小さくなる

場合等の理由によりＡ３版を認めるもので、１ページとして取り扱い

ます。 

5 

実施要領「10.企画提案書等の作成様式及び記載上の留意事項」 

「様式 6 業務実施体制表」に記載する資格について、証明する書類の
写しを添付する必要があるのかご教示ください。 

有資格者である場合、資格有することが証明できるものを様式６の添

付書類として提出してください。 
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№ 質問事項 回答 

6 

再委託について 

① 主たる部分を除く業務の一部を再委託することを想定しております
が、お認めいただけますでしょうか。 

② 委託先である協力会社の者をプレゼンテーションへ参加させること
をお認めいただけますでしょうか。(出席者 4 人以内に含める。) 

①原則、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならないものとします。ただし、あらかじめ本市の書面による承諾を

得た場合はこの限りでないものとします。なお、業務の一部を再委託

する予定である場合、共創による亀山市「交通空白」解消等リ・デザ

イン事業支援業務委託公募型プロポーザル実施要領８．企画提案書等

の提出部数、提出期限、提出場所及び提出方法（１）提出書類②業務

実施体制表（様式６）において、再委託先を含め、再委託内容、人員

配置、業務執行体制を明示してください。 

②プレゼンテーションへの参加に当たっては、業務の一部再委託先も

含め１社とみなし、共創による亀山市「交通空白」解消等リ・デザイ

ン事業支援業務委託公募型プロポーザル実施要領に基づき、出席者を

４人以内とします。 

7 

提出書類の 1.企画提案書(様式 5及び任意様式) は企画提案書（様式
５）と任意様式でプレゼンテーション用の Power point資料を提出して
問題ないでしょうか。 

共創による亀山市「交通空白」解消等リ・デザイン事業支援業務委託

公募型プロポーザル実施要領８．企画提案書等の提出部数、提出期

限、提出場所及び提出方法（１）提出書類に示すとおり、様式５の表

紙及び企画提案する項目は変更しないものとし、企画提案資料は任意

様式で構いません。 

8 
上記問題ない場合、Power point 資料も 10ページ以内という認識で正し
いでしょうか。 

そのとおりです。 

9 

10ページの数え方ですが、紙の枚数が 10枚という考え方で正しいでし
ょうか。上記問題ない場合に Power point 資料も同じ考え方でよろしい
でしょうか。（両面印刷にした場合は 20ページ分ご提出できるという
解釈ができるのか確認させてください） 

企画提案書は、１０ページ以内の両面印刷であり、企画提案書の枚数

を１０枚といたしたものではございません。パワーポイント資料も同

様です。 

10 
上記問題ない場合、プレゼンテーション時は Power point 資料で実施し
ても問題ないでしょうか。 

パワーポイント資料で実施いただいて構いません。 

11 
納税証明書は写しでも問題ないでしょうか。 納税証明書は、写しの提出でも構いませんが、「原本と相違ありませ

ん」と記載し、社印の押印を願います。 

12 

◇実施要領 ６.プロポーザル参加意思表明書等の提出 （１）提出書類 

「③会社概要書（様式３）及び会社パンフレット」との記載がござい
ますが、別紙で会社概要を作成している場合、パンフレットではなく
会社概要を提出してもよろしいでしょうか。 

そのとおりの提出方法で構いません。 
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№ 質問事項 回答 

13 

◇実施要領 ６.プロポーザル参加意思表明書等の提出 （１）提出書類 

「⑥納税証明書（公告日から起算して６月以内に発行されたもの）」
との記載がございますが、国税の【納税証明書（その３の３「法人
税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用）】
のみ提出するとの認識でよろしいでしょうか。また、写しでの提出は
お認めいただけますでしょうか。 

そのとおりです。また、写しの提出でも構いませんが、「原本と相違

ありません」と記載し、社印の押印を願います。 

14 

◇実施要領 ６.プロポーザル参加意思表明書等の提出 （１）提出書類 

提出書類は、以下の要領でまとめて提出すればよろしいでしょうか。
異なる場合はまとめ方の詳細をご教示ください。 

■下記①～⑥をまとめたものを１セット 

■下記②・③をまとめたものを８セット 

①プロポーザル参加意思表明書（様式１） １部 

②業務実績調書（様式２） ９部 

③会社概要書（様式３）及び会社パンフレット ９部 

④誓約書（様式４） １部 

⑤申請者が法人である場合は履歴事項全部証明書の写し、個人である
場合は代表者の身分証明書又は住民票の写し １部 

⑥納税証明書（公告日から起算して６月以内に発行されたもの） １部 

そのとおりの提出方法で構いません。 

15 

◇実施要領 ８.企画提案書等の提出部数、提出期限、提出場所及び提出
方法 

（１）提出書類 

「①企画提案書（様式５及び任意様式）」との記載がございますが、
様式５の２・３ページ目の記載は任意様式の記入例であり、必ずしも
この様式である必要はない（実施要領９.企画提案内容 に記載のある内
容を満たす企画提案書を、任意様式で作成して良い）との認識でよろ
しいでしょうか。 

共創による亀山市「交通空白」解消等リ・デザイン事業支援業務委託

公募型プロポーザル実施要領８．企画提案書等の提出部数、提出期

限、提出場所及び提出方法（１）提出書類に示すとおり、様式５の表

紙及び企画提案する項目は変更しないもとし、企画提案資料は任意様

式で構いません。 

16 

◇実施要領 １０.企画提案書等の作成様式及び記載上の留意事項 

「（２）企画提案書は、１０ページ以内（表紙を除く。両面印刷とす
る。）とする。」との記載がございますが、様式５とは別に任意の表
紙・目次を作成した場合、１０ページ以内には表紙・目次は含まれな
いとの認識でよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 
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№ 質問事項 回答 

17 

◇実施要領 １２. 優先交渉権者、次点交渉権者の選定等 （４）プレゼ
ンテーション 

企画提案書とは別に、プレゼンテーション用の資料で発表してもよろ
しいでしょうか。 

共創による亀山市「交通空白」解消等リ・デザイン事業支援業務委託

公募型プロポーザル実施要領１０．企画提案書等の作成様式及び記載

上の留意事項（４）に示すとおり、資料の差替えや追加資料の提出は

認めませんが、プレゼンテーションにおいて、提案書の内容を再レイ

アウトしたものをパワーポイント等で説明することは可能とします。 

18 

実施要領【第 9項(2)】 

「独自に所有するデータの種類や活用方法について具体的に記載する
こと」とありますが、この「独自に所有するデータ」は、提案者側が
保有する人流データや分析ツール等を想定されているという理解でよ
ろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

19 

実施要領【第 12項(4)】 

基本的には対面での参加を予定しておりますが、一部オンラインでの
参加（対面＋オンライン併用）は可能かどうか、確認させていただけ
ますでしょうか。 

可能とします。ただし、共創による亀山市「交通空白」解消等リ・デ

ザイン事業支援業務委託公募型プロポーザル実施要領１２．優先交渉

権者、次点交渉権者の選定等（４）プレゼンテーションにおいて示

す、４人以内に含めるものとします。また、接続等については、企画

提案者により準備を行うものとします。 

20 

仕様書【第 5項(1)ア】 

市民アンケートにおいて、対象人数を 1,200人と設定されていますが回
収率および回答件数の目安について差し支えない範囲でお伺いできれ
ば幸いです。 

亀山市地域公共交通計画第３章３－６地域公共交通に対する市民及び

地域の意見におけるアンケート調査結果概要と同程度と考えていま

す。 

21 

仕様書【第 5項(2)①】 

「バス利用が低調な地域」は同仕様書内の業務目的にある「特にコミ
ュニティバス利用が低調な亀山南部地区、亀山西部地区沿線地域（以
下『バス利用が低調な地域』という。）」を指すという認識していま
すが、「各地区」とは、南部地域および西部地域の 2地域において 2

回以上開催するという理解になりますでしょうか。「地区」の定義に
ついて確認させてください。 

亀山南部地区、亀山西部地区の２地区において２回以上開催するもの

とします。 

 

 
 


